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 （趣旨） 

第１条  東京藝術大学における施設整備事業に伴う工事入札手続については、東京

 藝術大学会計通則その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この

 要項の定めるところによる。 

 （条約の遵守） 

第２条 東京藝術大学は、政府関係機関であることに鑑み、政府調達に関する協定

 （条約第23号 平成７年12月８日）を遵守するものとする。 

 （閣議了解事項等の遵守） 

第３条 前条を受け、公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について

 （閣議了解 平成６年１月18日）を遵守すること、さらに「公共事業の入札・契

 約手続の改善に関する行動計画」運用指針について（文教施設部長通知国施第27

 号 平成８年７月19日）の規定を準用するものとする。 

 （一般競争入札方式の実施） 

第４条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本要項の運用においては、

 一般競争入札方式の実施について（文教施設部長通知文施指第70号 平成６年８

 月１日）の規定を準用するものとする。 

    なお、同規程中、「予算決算及び会計令」を「東京藝術大学会計通則等」に、

 「契約担当官等」を「契約事務受任者」と読替えるものとする。 

 （一般競争入札方式の手続） 

第５条 前条の規定を実施するため、本要項の運用においては、一般競争入札方式

 の手続について（文教施設部指導課監理室長通知７施指第27号 平成７年５月22

 日）の規定を準用するものとする。 

  なお、同規程中、「予算決算及び会計令」を「東京藝術大学会計通則等」に、

 「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」を「契約事務受任者」とそれぞれ

 読替えるものとする。 

 （入札執行回数） 

第６条 文教施設整備事業における入札執行回数については、文教施設整備事業に

 おける入札執行回数について（文教施設部指導課監理室長通知９施指第16号 平

 成９年３月31日）の規定を準用するものとする。 

  なお、同規程中、「予算決算及び会計令」を「東京藝術大学会計通則等」と読

 替えるものとする。 

 （一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」） 

第７条 文教施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として

 用いる「一定の数値」については、一般競争入札方式において競争参加資格とし

 て用いる「一定の数値」について（文教施設部指導課監理室長通知７施指第18号

  平成７年３月31日）の規定を準用できるものとする。 

  なお、同規程中、「支出負担行為担当官」を「契約事務受任者」と読替えるも



 のとする。 

 （契約保証金の額） 

第８条 文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、一

 般競争入札対象工事における契約保証金について（文教施設部長通知13文科施第

 3 2 7号 平成13年12月27日）の規定を準用するものとする。 

  なお、同規程中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「東京藝術大学工

 事請負契約要項」と読替えるものとする。 

 （公募型指名競争入札） 

第９条 公募型指名競争入札実施のための本要項の運用においては、公募型指名競

 争入札方式の実施について（文教施設部長通知文施指第70の２号 平成７年３月

 31日）の規定を準用するものとする。 

  なお、同規程中、「支出負担行為担当官」を「契約事務受任者」に、「会計

 法」及び「予算決算及び会計令」を「東京藝術大学会計通則等」とそれぞれ読替

 えるものとする。 

 （公募型指名競争入札方式の手続） 

第１０条 前条の規定を実施するため、本要項の運用においては、公募型指名競争

 入札方式の手続きについて（文教施設部指導課監理室長通知７施指第15号 平成

 ７年３月31日）の規定を準用するものとする。 

  なお、同規程中、「支出負担行為担当官」を「契約事務受任者」に、「会計

 法」及び「予算決算及び会計令」を「東京藝術大学会計通則等」とそれぞれ読替

 えるものとする。 

 （総合評価落札方式） 

第１１条 工事に関する入札に係る総合評価落札のための本要項の運用において

 は、工事に関する入札に係る総合評価落札方式について（文教施設部長通知国指

 第20号 平成12年３月31日）の規定を準用するものとする。 

 （新たな入札方式への対応） 

第１２条 今後の政策・施策の変化により契約事務受任者が必要と認めた場合は、

 新たな入札方式を導入・採用できるものとする。 

 （競争参加資格等審査委員会の設置） 

第１３条 東京藝術大学は、施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係

 る競争参加資格等審査委員会（以下「審査委員会」という｡)の設置については別

 に定める。 

 （入札監視委員会の設置） 

第１４条 東京藝術大学は、施設整備事業実施のための入札監視等に係る入札監視

 委員会（以下「監視委員会」という｡)を設置するものとするが、当面、文部科学

 省大臣官房文教施設企画部に設置される監視委員会に審議を依頼できるものとす

 る。 

 （苦情処理の手続） 

第１５条 入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、別に定める。 

 （情報公開） 

第１６条 入札結果等の公表については、建設工事等に係る入札結果等の公表につ

 いて（文教施設部長会計課長通知文施指第68号 平成６年５月20日）の規定を準



 用するものとする。この場合、文部科学省文教施設企画部の建設工事等に係る入

 札結果等の公表システムを利用することができるものとする。 

  なお、同規程中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「東京藝

 術大学会計通則等」と読替えるものとする。 

 （電子入札方式の実施） 

第１７条 東京藝術大学において電子入札を実施しようとする場合、文部科学省の

 電子入札システムを利用する。 

 

   附 則  

  この要項は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成18年９月５日から施行し、平成18年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要項は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 


